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税の帰着分析 
1. 税の転嫁と帰着 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
納税義務者が税負担を他の経済主体に移転すること。 

• 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ：課税が次の取引段階に転嫁されること。 

• 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ：課税が取引段階を遡って転嫁されること。 

Ø 前方転嫁された場合、消費者は法人税と消費税を負担することに

なり二重課税の問題が生じる。 
Ø 法人への課税に際しては、企業の収益に法人税が課税され、その
残りである株主への配当にも所得税が課されており二重課税であ

るという批判もある。 
 
課税の帰着分析 
課税によって，消費者と生産者とが実質的に税金をどう負担するかは，法律上

の納税義務者が誰であるかとは無関係である． 
Ø 課税前の需要曲線と供給曲線の形状によってのみ，実質的な税負担が

決定される． 
Ø 具体的には，需要曲線および供給曲線の	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 の比率
に依存している． 

 
• 従量税：財 1単位あたりＴ円の課税 
• 納税義務者：税務当局に税を納める主体 
• 消費者価格：消費者が実際に支払う価格 
• 生産者価格：生産者が実際に受け取る価格 

 
 
 
 



 

 
 
税の転嫁と弾力性（テキスト p.107，図 7-4を参照） 
• 需要の価格弾力性が大きいほど，生産者の実質的な税負担が大きくなる． 
• 供給の価格弾力性が大きいほど，消費者の実質的な税負担が大きくなる． 
 



 

 

 
 
 
 
 
  



2. ラムゼイ・ルール 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 最適消費税体系においては,各財の補償需要が相互に独立である場合，各財に対
して個別の税率は，自己価格弾力性に逆比例するように決定されなければなら

ない． 
Ø 需要の価格弾力性とは？ 
 
Ø 補償需要とは？ 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
それぞれの財の余暇に対する（補償需要の）価格弾力性が等しいとき，労働供

給に対する単一の課税化，あるいは，余暇以外の各財に対する均一の税率での

課税が望ましい． 
 
3. 税制改革の流れ 
• より簡素で超過負担の少ない税率へ． 

Ø 累進税制の緩和． 
Ø 限界税率（税負担の増加／課税ベースの拡大）が高いほど，この超過負
担は大きい． 

Ø つまり累進的な税であるほど，非効率といえる． 
• 直間比率の見直し． 

Ø 消費税を税体系の中心に． 


